
特恵原産地規則における累積制度 

 
   

2018 3  



2 

ể  

 
 



 

特恵関税を適用するために必要な要件を定める。 
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 （救済対象としての原産性判断の基準は「国」か、又は「地域」か） 
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 （累積されるコンテンツは何か） 
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I. ּצ EPA וֹףּ  וֹ

 
ṡ Ṣ ṇ ︣  

 
ṡ Ṣ ṇ ︣  

部分累積 
（モノの累積） 

タイ、フィリピン、マレーシア、イ
ンドネシア、ブルネイ、ベトナム、
ASEAN(*)、チリ、インド、スイス、
豪州 

ー 

完全累積 
（モノと生産行為の累積） 

シンガポール、ペルー、モンゴル メキシコ、TPP(**)  
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* 日ASEAN協定は、国（ASEAN構成国であってもインドネシアは含まない）ベースで原産品となったモノのみを累積。 
日本及びASEAN諸国を締約国とする地域協定であるが、累積は「面」としての日・アセアン領域ではなく、輸出国と他の
締約国との間の「線」を集めたものとして理解することが肝要。 

**  TPPは、未発効。TPPの原産性判断は、「輸出国において」ではなく、「TPP領域」においてなされることから、理論的には
累積規定を必要としない（累積規定を確認規定として解釈した方が理解が容易）。 
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（出典：税関HP 「原産地規則ポータル」） 

Ḳ2007.91 ṕ ṇ ṇ ṖHS ṕ Ị פּ  ḮṖשּ

 
ṇ לּ ךּףּ ḭ ṇ ṇ Ị צּ פּ

אל ךּ ḮA צּ טּ ḭ Ị צּ
︡ כֿ פּ ḭ ︡ḭ ṇ ṇ צּ נּ Ḯ 

 



 

 付加価値基準のフォーミュラは、 

V 控除方式  👉 FOB価額－非原産材料の価額 

                FOB価額 

V 積上げ方式 👉 原産材料の価額（TPP）    原産材料の価額（スイス） 

            FOB価額       工場渡し価額 

          原産材料の価額＋直接労務費＋直接経費＋利益（印、蒙） 

                   FOB価額    

V 重点価額方式 👉 併用されている関税分類変更基準を満たさない材料の価額（TPP） 

                    FOB価額 

V 純費用方式 👉  ネット・コストー非原産材料の価額（TPP） 

                                                  ネット・コスト 
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ṇ ḱ ṇ ṇ  

Ô ṇ ḱ ṇ とは、付加価値計算において中間材料の存在を認めることに

より（中間材料を認めない場合はトレーシングとなる）、中間材料の原産性を判断し、当

該中間材料に適用される品目別規則を満たせば原産材料、（非原産材料を使用したとして

も１００％原産＝ロールアップ）、満たさなければ非原産材料（原産材料、労賃等の内国

付加価値があっても１００％非原産＝ロールダウン）として取り扱うこと。 

 

 

Ô ṇ とは、付加価値計算において中間材料の存在を認めず、生産工程の上流に

遡って非原産材料（第三国から輸入した産品・材料）を特定し、付加価値計算を行う。 

Ô ṇ ḱ ṇ とは、中間材料の存在、ロールアップ手法を認めながらも、

ロールダウンとトレーシングの併用を認め、ロールダウンした場合に閾値を満たせない場

合にトレーシングを行い、非原産材料の中の原産部分を拾い上げることを許容する方法。 
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II. ּוֹף  וֹ

 
 

 
 

 
 

︡ 
 

タイ、ベトナム、ASEAN(*)、チリ、
インド、スイス、豪州 

ー 
טּ  

 
︡ḭ  

フィリピン、マレーシア、インドネ
シア、ブルネイ 

 
 

 
 

シンガポール、ペルー、モンゴル メキシコ、TPP(**) 
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*   日ASEAN協定は、国（ASEAN構成国であってもインドネシアは含まない）ベースで原産品となったモノのみを累積。 
**  TPPは、未発効。自動車に適用される品目別規則は、純費用方式。 
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ốởỌ וֹףּ  

Ô 対角累積（EU定義：diagonal cumulation ） 

Ô 交差累積（カナダ定義：cross cumulation ）・汎FTA累積（EFTA、カナダ定義：pan -FTA cumulation ） 

Ô EUカナダCETA累積規定 

Ô カナダ・イスラエルFTA原産品とみなされる第三国材料規定 

Ô 汎ユーロ・地中海条約による統一FTA原産地規則 

ỒỞớ וֹףּ  

Ô 自国関与（日本定義：donor -country content ）・二国間累積（EU 定義：bilateral cumulation ） 

Ô 地域累積（regional  cumulation ） 

Ô 世界累積（global cumulation ） 

 ḭỐỠ ỒỞớḱỐớỌṕ ACP Ṗ אל  

Ô EUのGSP地域累積の連結適用（ASEANとSAARCを連結して地域累積を適用） 

Ô EU のGSP受益国とノルウェー、スイス、トルコとの累積（相互主義、農産品を除く） 

Ô EUのGSP受益国とEUのFTA締約国との間の拡張累積（EU GSP：extended cumulation 、農産品を除く） 

Ô 南アフリカ累積（EU EPA：cumulation with South Africa ） 

Ô 隣接途上国累積（EU EPA：cumulation with neighbouring  developing country ） 
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ṕDiagonal Cumulation ） 
EUが実施している累積手法。FTAを締結している共通の第三国を
ṕ Ṗ の対象とする。ただし、当該第三国とのFTA

において が適用されることが条件。 
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B  

X  

A  

A B  FTA 

 

 

 



ṕCross Cumulation Ṗ 
カナダが実施している累積手法。FTAを締結している共通の第三国を締約国の領域と一
体として取り扱う（ ṕ ṧ Ṗ とする）。ただし、当該第三
国とのそれぞれのFTAにおいて を置いていることが条件。適用範囲、適用
条件を別途定めることも可能。それぞれの原産地規則が טּ  。ךּ
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B  

X  

A  
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ỐỠ CETA וֹףּ  
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X  

Ố Ỡ 

 CETA 

FTA  

 

 

FTAを締結している共通の第三国を ṕ Ṗ の対象とする。ただし、
当該第三国とのそれぞれのFTAにおいて を置き、 す
ることが条件（同一の原産地規則を条件としない。）。 

 



ḱ ốởỌ וֹףּ  
ễ.Ỉ : Third Country Materials for Originating Goods 20 

 FTA 

本協定の発効以前にFTAを締結している共通の第三国を ṕ Ṗ の
対象とする。その際の原産性判断は、それぞれの原産地規則に従う。 

 

X  

 

 



ṇ ḱ ṕPan-Euro-Mediterranean ConventionṖ 
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:  2016 2   - Euro-  

Å 49 ךּףּ Ṅ
צּ אל ḭể

כֿצּ
אל Ḯ 

(2012年1月1日発効。2015年9

月現在で、アルジェリア、コ
ソボ、レバノン、モロッコ、
シリアには適用されていな
い。) 

 
Å ṕDiagonal 

cumulation Ṗ ︡ḭ
EEA (EU + ṇ, 

, 

) ṕEU + 

, ḭ
) ךּףּ צּ
אל Ḯ 
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3  
 

ṡ FTA Ṣ  
 



ṕ אלצּ ךּ שּ Ṗ פּ ṇ
אל נּ  ---  4.3  
אל ךּ ḭ ḭ אל

נּ  ---  4.4  
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 FTA 

ṇ    

 

 

4.3  

4.4  

ỆB: 
以下のHS類のうちの一部: 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 

ỆC: 
以下のHS類の内の一部: 

39, 84, 85, 89, 90 



WTO ḭ
︡ אל ḭ כֿ︣

צּ קּ  ---  PSR ể ( )(f) (g)  
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